
対
象
と
な
る
方

平
成
２１
年
４
月
１
日
現
在

で
年
齢
が
６５
歳
以
上
の
公
的

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

方
で
す
。

１

公
的
年
金
な
ど
の
所
得

で
住
民
税
が
課
税
さ
れ
る

方
２

年
額
１８
万
円
以
上
の
老

齢
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

し
て
い
る
方

３

開
成
町
の
介
護
保
険
料

を
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

（
差
し
引
き
）
で
納
め
て

い
る
方

４

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の

年
額
か
ら
、
所
得
税
・
介

護
保
険
料
・
国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
差
し
引
い
た
残

額
よ
り
、
特
別
徴
収
さ
れ

る
住
民
税
額
が
少
な
い
方

対
象
と
な
る
税
金

公
的
年
金
な
ど
の
所
得
に

対
す
る
町
県
民
税
が
公
的
年

金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。

給
与
や
不
動
産
な
ど
、
年
金

以
外
の
収
入
に
か
か
る
町
県

民
税
は
、
今
ま
で
ど
お
り
給

与
か
ら
の
差
し
引
き
や
納
付

書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

対
象
と
な
る
年
金

老
齢
基
礎
年
金
、
老

齢
厚
生
年
金
、
退
職
共

済
年
金
な
ど

実
施
時
期

平
成
２１
年
１０
月
以
降

支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎

年
金
な
ど
の
給
付
分
か

ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

特
別
徴
収
の
し
く
み
と

徴
収
方
法

●
平
成
２１
年
度

８
月
ま
で
は
現
在
の

納
付
方
法
で
、
１０
月
か

ら
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
差
し
引
き
）
に
な
り

ま
す
。

●
平
成
２２
年
度
以
降

年
度
前
半
の
年
金
支

給
月
（
４
月
・
６
月
・

８
月
）
ご
と
に
、
前
年

度
後
半
の
特
別
徴
収
額
の
３

分
の
１
を
特
別
徴
収
し
ま
す
。

年
度
後
半
の
年
金
支
給
月

（
１０
月
・
１２
月
・
２
月
）
ご

と
に
年
税
額
か
ら
当
該
年
度

前
半
の
特
別
徴
収
額
を
差
し

引
い
た
額
の
３
分
の
１
ず
つ

を
本
徴
収
し
ま
す
。

Ｑ
�
今
ま
で
ど
お
り
に
納
付

書
な
ど
で
納
め
る
こ
と
は
で

き
ま
す
か
？

Ａ
�
公
的
年
金
を
受
給
し
て

い
る
す
べ
て
の
方
が
特
別
徴

収
（
差
し
引
き
）
の
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
本
人
に

よ
る
選
択
は
で
き
ま
せ
ん
。

Ｑ
�
年
金
の
ほ
か
に
も
所
得

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
分

も
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収

さ
れ
ま
す
か
？

Ａ
�
公
的
年
金
な
ど
の
所
得

に
か
か
る
税
額
は
、
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

給
与
所
得
に
か
か
る
税
額
は
、

給
与
か
ら
の
差
し
引
き
、
不

動
産
な
ど
そ
の
ほ
か
の
所
得

が
あ
る
場
合
に
は
、
納
付
書

も
し
く
は
口
座
振
替
、
ま
た

は
給
与
所
得
と
合
算
し
て
の

給
与
か
ら
の
差
し
引
き
に
な

り
ま
す
。

Ｑ
�
２
か
所
か
ら
年
金
を
受

給
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
か
ら
差
し
引
き
さ
れ

る
の
で
す
か
？

Ａ
�
特
別
徴
収
の
対
象
と
な

る
年
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金

な
ど
（
老
齢
ま
た
は
退
職
を

支
給
事
由
と
す
る
年
金
）
で

す
が
、
対
象
と
な
る
年
金
が

２
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
法

律
で
指
定
す
る
順
序
に
従
い
、

ひ
と
つ
の
年
金
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
�
介
護
保
険
料
と
町
県
民

税
が
特
別
徴
収
さ
れ
る
年
金

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

か
？

Ａ
�
介
護
保
険
料
と
町
県
民

税
は
同
一
の
年
金
か
ら
特
別

徴
収
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
町
県
民
税
の

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
障
害

年
金
や
遺
族
年
金
か
ら
介
護

保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て

い
る
方
は
、
町
県
民
税
に
つ

い
て
は
普
通
徴
収
（
納
付
書

や
口
座
振
替
な
ど
に
よ
る
納

付
）
と
な
り
ま
す
。

特別徴収（年金から差し引き）

2月

年税額の
1／6

12月

年税額の
1／6

10月

年税額の
1／6

普通徴収（現在の納付方法）

8月

年税額の
1／4

6月

年税額の
1／4

方 法

徴 収 月

税 額

特 別 徴 収

本 徴 収

2月

年税額から仮徴収額を
控除した額の1／3ずつ

12月10月

仮 徴 収

8月

前年度の10月から3月まで
に徴収した額の1／3ずつ

6月4月

方 法

徴 収 月

税 額

2

広報かいせい３月・５月号でもお知らせしましたが、平成２１年１０月受給分の公的年金
から、町県民税（住民税）の特別徴収（差し引き）が始まります。これは町県民税の納付方法
が変更になるもので、年税額が増えるものではありません。 ●問税務課 �８４－０３１３

広報かいせい ２００９．９．１

○平成２２年度以降（引き続き特別徴収になる場合）

○平成２１年度（特別徴収を開始する年度）

広報かいせい ２００９．９．１3


